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第１章 介護保険料の算出の流れ 
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第１章第１章第１章第１章    介護保険料の算出の流れ介護保険料の算出の流れ介護保険料の算出の流れ介護保険料の算出の流れ    

 

第１号被保険者の介護保険料算出までの流れは、概ね以下のようになります。 

 

    

○介護保険料の算出フロー 

●標準給付費見込額の推計
各費用を個別に推計し、平成24～26年度の標準給付費見込額を推計します。

★居宅サービス給付費

●地域支援事業費の推計
平成24～26年度の地域支援事業費を推計します。

●保険料の基準月額の算定
被保険者数（ 所得段階補正後） 、予定収納率などから、

第１ 号被保険者の平成24～26年度の基準額を計算します。

●第１ 号被保険者負担額の計算
平成24～26年度の計算された介護保険費用のうち、

第１ 号被保険者の実質的な負担となる額を計算します。

保保保保

険険険険

料料料料

算算算算

出出出出

のののの

基基基基

とととと

なななな

るるるる

費費費費

用用用用

★介護予防サービス給付費

●特定入所者介護サービス費
●高額介護サービス費
●高額医療合算介護サービス費
●審査支払手数料

★地域密着型サービス給付費

★施設サービス給付費
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1111 号保険料号保険料号保険料号保険料

2 1 .0 %2 1 . 0 %2 1 . 0 %2 1 . 0 %

国国国国

2 5 . 0 %2 5 . 0 %2 5 . 0 %2 5 . 0 %
市町村市町村市町村市町村

1 2 .5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %

都道府県都道府県都道府県都道府県

1 2 . 5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %

2222 号保険料号保険料号保険料号保険料

2 9 . 0 %2 9 . 0 %2 9 . 0 %2 9 . 0 %

1111 号保険料号保険料号保険料号保険料

2 1 . 0 %2 1 . 0 %2 1 . 0 %2 1 . 0 %

国国国国

2 0 . 0 %2 0 . 0 %2 0 . 0 %2 0 . 0 %市町村市町村市町村市町村

1 2 . 5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %

都道府県都道府県都道府県都道府県

1 7 . 5 %1 7 . 5 %1 7 . 5 %1 7 . 5 %

2222 号保険料号保険料号保険料号保険料

2 9 . 0 %2 9 . 0 %2 9 . 0 %2 9 . 0 %

第第第第２２２２章章章章    第１号被保険者の第１号被保険者の第１号被保険者の第１号被保険者の保険料負担割合保険料負担割合保険料負担割合保険料負担割合    

 

１１１１    標準給付費の標準給付費の標準給付費の標準給付費の負担割合負担割合負担割合負担割合    

 

事業費用の大部分を占める介護サービス総給付費については、利用者負担（１割）

を除いた給付費の半分を公費でまかない、残りの半分を被保険者から徴収する保険料

を財源としています。保険料については、第１号被保険者と第２号被保険者の平均的

な１人あたりの負担がほぼ同じ水準になるよう負担割合が定められており、それぞれ

の総人数比で按分するという考え方が基本となっています。 

第１号被保険者の負担は、介護給付費の 21％が標準的な負担となります。また、第

２号被保険者は 29％で、介護保険費用の半分が被保険者の負担となります。なお、国、

都道府県の負担割合は居宅給付費と施設等給付費で若干異なっています。 

なお、国負担部分である居宅給付費の25％、同じく国負担部分の施設等給付費の20％

について、それぞれ５％に当たる額は、市町村間の財政力格差を調整するための調整

交付金として交付されます。つまり、調整交付金の割合は標準的には５％ですが、各

市町村の後期高齢者の割合や第１号被保険者の所得水準に応じて５％を上下します。

その結果、第１号被保険者の負担割合も変わることになります。 

 
○標準給付費の負担割合  

            標準給付費標準給付費標準給付費標準給付費                

                                
                                

 居宅給付費   施設等給付費  

  

※施設等給付費とは、都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、

特定施設に係る給付費。 

※居宅給付費とは、施設等給付費以外の給付費。 
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1111 号保険料号保険料号保険料号保険料

2 1 . 0 %2 1 . 0 %2 1 . 0 %2 1 . 0 %

国国国国

3 9 .5 %3 9 . 5 %3 9 . 5 %3 9 . 5 %

市町村市町村市町村市町村

1 9 . 7 5 %1 9 . 7 5 %1 9 . 7 5 %1 9 . 7 5 %

都道府県都道府県都道府県都道府県

1 9 .7 5 %1 9 . 7 5 %1 9 . 7 5 %1 9 . 7 5 %
1111 号保険料号保険料号保険料号保険料

2 1 .0 %2 1 . 0 %2 1 . 0 %2 1 . 0 %

国国国国

2 5 . 0 %2 5 . 0 %2 5 . 0 %2 5 . 0 %市町村市町村市町村市町村

1 2 .5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %

都道府県都道府県都道府県都道府県

1 2 . 5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %

2222 号保険料号保険料号保険料号保険料

2 9 . 0 %2 9 . 0 %2 9 . 0 %2 9 . 0 %

２２２２    地域支援事業費の負担割合地域支援事業費の負担割合地域支援事業費の負担割合地域支援事業費の負担割合    

 

地域支援事業については、実施する事業によって費用の負担割合が異なります。地

域支援事業のうち、介護予防事業の費用については居宅給付費の負担割合と同じです

が、包括的支援事業、任意事業の費用については第２号被保険者の負担はなく、第１

号被保険者の保険料と公費によって財源が構成されています。 

 
○地域支援事業費の負担割合  

            地地地地域支援事業費域支援事業費域支援事業費域支援事業費                

                                
                                

 ①介護予防事業費   
②包括的支援事業費 
③任意事業費     
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第第第第３３３３章章章章    第１号被保険者保険料の段階設定第１号被保険者保険料の段階設定第１号被保険者保険料の段階設定第１号被保険者保険料の段階設定    

 

第１号保険料については、被保険者の負担能力をきめ細かく反映して基準額乗率を

設定することが重要であるとの考え方から、保険者（市）の判断によって、被保険者

の年金収入や合計所得金額に応じた負担の公平性への配慮が求められています。 

そのため、本市では住民の実情を加味し、市民税非課税の方については第３段階と

第４段階における区分け、市民税課税の方については南相馬市独自の第５段階を設け

るなどして保険料乗率の引き下げを行っています。 

なお、これらの措置に必要な調整は第１号被保険者から徴収する介護保険料の中で

行うこととされているため、各段階の負担額等を勘案し、本市では８段階 10 区分の

保険料を設定しています。 

 

 

●保険料段階と負担軽減措置 

 

 

第３段階の負担軽減該当者 

→世帯全員市民税非課税かつ 

公的年金等収入＋合計所得 

金額 120 万円以下 

第５段階の負担軽減該当者 

→本人が市民税課税 

かつ合計所得金額 

125 万円以下 

第４段階の負担軽減該当者 

→本人が市民税非課税 

（世帯に課税者がいる）かつ 

公的年金等収入＋合計所得 

金額 80 万円以下 
 

 

  

 

 

 

 

0.50

（保険料基準額 × ）

1.75

1.50

1.25

1.00

0.75

市民税

本人非課税

第4段階第1段階 第2段階 第5段階第3段階 第6段階

引き下げ

市民税

本人課税

市民税

世帯非課税

0.830.830.830.83

1.081.081.081.08
引き下げ

第7段階 第8段階

引き下げ
0.630.630.630.63
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第第第第４４４４章章章章    保険料の算出保険料の算出保険料の算出保険料の算出    

   

 

※ 介護保険料の算定は、下記により計算されます。 

  本計画による予定事業量、被保険者数等により単位あたりの保険料が算出

されますが、事業計画が決まり次第算出し、議会で決定することになります

ので、本素案では記載しておりません。 

 

※ 計算式 

  標準給付費見込額（第Ⅲ部第３章）･････Ａ 

  地域支援事業費（第Ⅲ部第３章）･･･････Ｂ 

  第１号被保険者負担分相当額･･･････････Ｃ＝（Ａ＋Ｂ）×21％ 

  調整交付金相当額（国）･･･････････････Ｄ 

  調整交付金見込額（国）･･･････････････Ｅ 

 保険料収納必要額･････････････････････Ｆ＝Ｃ＋Ｄ－Ｅ 

  予定保険料収納率･････････････････････Ｇ 

  所得段階別加入割合補正後被保険者数･･･Ｈ 

 保険料基準額（年額）･････････････････Ｉ＝Ｆ÷Ｇ÷Ｈ 

 

 保険料基準額（月額）･･･････････････････Ｊ＝Ｉ÷12 ヶ月 
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改定版改定版改定版改定版    南相馬市高齢者総合計画南相馬市高齢者総合計画南相馬市高齢者総合計画南相馬市高齢者総合計画    
（（（（第第第第 6666 期高齢者福祉計画期高齢者福祉計画期高齢者福祉計画期高齢者福祉計画・・・・第第第第 5555 期介護保険事業計画期介護保険事業計画期介護保険事業計画期介護保険事業計画））））    

 

平成平成平成平成２２２２5555 年年年年３３３３月月月月    

    

発 行 南相馬市 

編 集 南相馬市 健康福祉部 長寿福祉課 
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    TEL 0244-24-5239 FAX 0244-24-5740 

    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.city.minamisoma.lg.jp/ 
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